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１．事業所名

① 組織の概要

青森三菱自動車販売株式会社　・　青森スズキ自動車販売株式会社

代表取締役社長　佐々木　聡

E-Mail：info@aoji.co.jp

自動車の車検・点検及び一般整備

保険代理業務・車のレンタル事業

５．事業の規模 ( 集計期間：４月 ～ ３月 )

２．所在地

３．環境管理責任者及び連絡先

常務取締役営業本部長　　佐藤　一郎

ＴＥＬ ： ０１７－７８１－３３１４

４．事業の概要

新車・中古車及び部用品の販売
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注2：有価物は鉄屑や古紙類等、再生資源として処理業者へ回収を依頼している。

当期及び過去３年間のクリーンエネルギー車普及状況

① 組織の概要

６．環境負荷の推移

各基準年度に基づく環境負荷は下記のとおり。

注1：集計実績期間は基準年度・実績及び推移年度の４ ～ ３月
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新車 ・ 中古車 ・ 部品 ・ 付属品 （ アクセサリー ） の販売

自動車の車検 ・ 点検及び一般整備

保険代理業務 ・ 車のレンタル事業

１. 認証・登録の対象組織範囲 （ 全社 ・ 全従業員を対象とする ）

③ 上記備考以外は原則、店舗毎に集計を行っている

２. 認証 ・ 登録の対象活動範囲 ( 全活動を対象とする )

②　取組の対象範囲

① スズキアリーナ弘前高崎は弘前店と工場を共用しており、各種排出物及び特定化学物質購入量等の

 店舗毎集計に即さないことより、特定の項目を合算して処理を行っている。

② 中古車部はスズキアリーナ八戸駅通構内で事務所を使用しており、水道高熱関連・各種排出物等の使用・処理

 状況を踏まえ、合算して処理を行っている。
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1.当社は、自動車の販売、サービス ( 整備 ) を通じてエネルギーの使用や廃棄物の排出な

　どを認識し、お客様のエコライフをサポートする様な省エネ車の販売、エコ整備、エコドラ

　イブ等の取組を推奨し、生態系の保全等、環境保全に努めます。

2.環境に関する法令・規則・協定等を遵守し、環境保全レベルの向上に努めます。

3.当社の事業活動が環境に与える影響を正しく認識し、環境経営目標及び社内外の課題とチャンス

　を明確にし、全社員による継続的な環境負荷低減に取組みます。

4.電力使用量・廃棄物総量・温室効果ガス及び水使用量の削減並びにリサイクルの促進

　グリーン購入（中古部品の活用）の促進に努めます。

5.定期的な環境監査により活動を認識し、環境管理の維持向上を図ります。

6.環境経営方針を全社員に周知するとともに一般に公開し、地域社会に貢献します。

代表取締役社長

青森三菱自動車販売株式会社・青森スズキ自動車販売株式会社　環境経営方針

　　基本理念

③　環境経営方針

青森三菱自動車販売株式会社 及び 青森スズキ自動車販売株式会社 は、それぞれ

環境経営方針を策定し、企業経営に当たって環境への取組を推進しております。

グループの代表である青森三菱自動車販売株式会社の環境経営方針は、次のとおりです。

青森スズキ自動車販売株式会社
青森三菱自動車販売株式会社

２０２３年　５月３１日

青森三菱自動車販売株式会社は、自動車の販売・サービス ( 整備 ) 及び関連する事業活動を通じて、

地球環境の保全が最重要課題であることを認識し、また、よき企業市民として、地域への

環境保全活動に自主的かつ積極的に取り組み、次世代に住みよい社会を残せるように努力します。 　

　　基本方針
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１．当期環境経営目標 及び 中期環境経営目標　その１－２

④　環境経営目標
１．当期環境経営目標 及び 中期環境経営目標　その１－１
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１．当期環境経営実数削減目標 及び 中期環境経営実数削減目標　その２

④　環境経営目標
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( 2 ) ウォームビズ等による冬場の暖房設定の遵守 ( お客様用のブランケット準備 )

ハ - クールビス ( ７月 ～ ８月 ) による夏場の冷房温度設定の厳守

ニ - ブラインドや遮光フィルム等により太陽光の遮断

( 2 ) 不要照明の消灯

イ - 昼休み・時間外の部分消灯を徹底する

( 5 ) パソコンは使用していない時は電源が切れる様、電源の設定をする

( 6 ) 空調機のフィルター清掃・交換等適正管理 ( シーズンイン　１回 ／ 月実施 )

( 7 ) 高効率蛍光灯・VE型魔法瓶採用等の省エネタイプへの順次切換え

２. 化石燃料使用量の削減

( 1 ) 社有車の省エネ運転、点検整備の励行を図る

イ - 社員個々人の省エネ運転や定期点検整備の促進を図る

ロ - 社用車について、低燃費車への切り換えに取組む

ハ - 青森県一斉スマートムーブ通勤月間への参加

⑤　２０２２年度　～　２０２２年度　環境経営活動計画
Ⅰ.目標を達成するための取組

1. 電力使用量の削減

( 1 ) 事務所の空調温度適正化の励行

イ - 空調温度の目安を事務所等は冷房を 28℃・暖房 20℃ とし、ショールームは冷房 26℃・暖房 22℃をとする

ロ - 室内に温度計を設置し目安温度は温度計を基準とする

ロ - 使用時以外の消灯 ( 会議室・打合せ室・更衣室・給湯室・トイレ等 )

ハ - サービス工場の部分照明の実施

( 3 ) 夜間・休日等はOA機器の主電源を切って節電に努める

( 4 ) 広告塔の点灯・消灯時間の励行

イ - 看板・展示場・駐車場の照明は防犯上必要なもの以外は消灯

イ - ボイラーや燃焼機器の空燃比 ( 空気過剰係数 ) を低く抑えて運転

( 3 ) 代車・レンタカーの燃料管理を徹底する

イ - 満タン返しの促進 ( 短期間・短距離使用の場合の満タン給油は、トラブルにならない様、十分な説明が必要 )

３. 水使用量の削減

( 1 ) 水道の蛇口は全開にせず、水圧を上げない様に心掛ける ( 節水の意識付け )

( 2 ) 車両洗車時の無駄水の防止 ( ストップノズルの取り付け　※ 洗車を行う全拠点設置 ）

( 3 ) 漏水の定期点検 ( 設備が老朽化等が生じていなければ原則２ケ月毎、生じている場合は点検間隔を短くする )

４.　廃棄物排出量の削減

ホ - 公文書以外の用途について、裏面が利用可能な用紙は裏面利用する。

次ページへ

( 1 ) 紙使用量の削減

イ - プリンターで印刷を行う場合は可能であれば、両面印刷、片面複数印刷 ( 割付 ) などの機能を活用する。

ロ - 裏面の利用、両面コピー、電子メール活用によるペーパーレス

ハ - コピー終了時には設定の初期化 ( リセット ) を行い、次に使用する者のミスコピーを防止する。

二 - 社内間の事務連絡などに封筒を使用する場合は、使用済みの封筒を再使用する。
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( 4 ) 社用車について低排出ガス認定車など低公害車への切り替えに取り組む

８. 環境負荷実績の把握

⑤　２０２２年度　～　２０２２年度　環境経営活動計画

( 2 ) 廃棄物の分別管理と適正処理

前ページの続き

７. グリーン購入の促進

( 1 ) ユーザーへ対して、リユース部品等の提案を積極的に推進する

( 2 ) 良質な供給業者の確保に努める

( 3 ) 環境ラベル認定等製品を優先的に購入し、使用する

イ - 使い捨て製品を避け、リターナブル容器に入った製品を優先的に購入する

ロ - 再使用またはリサイクルしやすい製品を優先的に購入する

( 3 ) リサイクル業者との新規委託契約及び委託契約継続

５. 二酸化炭素排出量の削減

( 1 ) 電気使用量の削減・化石燃料使用量の削減

( 2 ) お客様へのエコ整備 ( エンジンオイルやオイルフィルターの交換等 ) の推進・エコドライブの推奨を図る

( 3 ) ＥＶ車・ＰＨＥＶ車・クリーンディーゼル車等の省エネ車の普及に努める

６. ＰＲＴＲ法特定化学物質使用量の削減

( 1 ) 環境負荷が懸念される化学物質の代替物への切替

( 2 ) 化学物質を適正に管理し、定期的にＳＤＳ安全チェックシート等の確認を行う

( 1 ) 基礎データー入力表に基づき、毎月、環境負荷実績を早期に集計をする

( 2 ) 有害性のＰＲＴＲ法特定化学物質について、記録･管理する

( 3 ) 上記１～７の取組み項目について、記録･管理する

９. 環境に配慮した自動車の販売 ・ サービス ( 整備 ) の提供等

( 1 ) ＥＶ車・ＰＨＥＶ車・クリーンディーゼル車等、省エネ車の販売を促進する

( 2 ) お客様に車検 ・ 点検等の入庫時にエコドライブ推奨ポイントをチラシ等で案内する

( 3 ) 急速充電器等、充電インフラの更なる整備に努める

１０. 地域社会への貢献

( 1 ) 店舗周辺の清掃もしくは美化運動を年１回以上実施する

( 2 ) 地域の環境保全活動へ積極的に参加する。地域の活動がない場合は青森県主催の スマートムーブ通勤月間へ参加する

１１. その他　環境管理の維持向上の為に

( 1 ) 定期的に法令一覧表の見直し、遵守状況のチェックを行う

( 2 ) 年一回以上の内部監査を実施する

( 3 ) 環境問題の現状やエコアクション２１における環境への取組の、意義と重要性等、年一回以上の 社員教育を実施する

( 4 ) 環境上の事故及び緊急事態を想定し、その対応策を定め、年一回以上の緊急事態対応の訓練を定期的に実施する
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( 部 門 責 任 者 ) ( 推進員及び補佐役 )

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

内 部 監 査 責 任 者

サ ー ビ ス 部

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

( 部 門 責 任 者 ) ( 推進員及び補佐役 )

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

推 進 員 補 佐 役

青 森 三 菱 自 動 車 販 売 株 式 会 社

青 森 ス ズ キ 自 動 車 販 売 株 式 会 社

スズキアリーナ八戸駅通

店 長

スズキアリーナ八戸駅通

整 備 課 課 長

２０２２年度 環境マネジメント実施体制組織図

環 境 会 議

Ⅱ.目標を達成するための実施体制

販 促 営 業 部

販促・車両・保険課課長

販 促 営 業 部

販 促 ・ 車 両 ・ 保 険 課

青 森 西 バ イ パ ス 店

店 長

青 森 西 バ イ パ ス 店

整 備 課 課 長

取 締 役 社 長

弘 前 店

店 長

弘 前 店

整 備 課 Ｓ Ａ

環境管理責任者

スズキアリーナ弘前高崎

店 長

スズキアリーナ弘前高崎

整 備 課

ス タ ッ フ 販促営業部　販促・車両・保険課

む つ 店

店 長

む つ 店

整 備 課

問 屋 町 ボ デ ィ ー 工 場

工 場 長

問 屋 町 ボ デ ィ ー 工 場

整 備 課

中 古 車 部

常 務 取 締 役

中 古 車 部

係 長

スズキアリーナ合浦公園

店 長

スズキアリーナ合浦公園

整 備 課 課 長

ス タ ッ フ 総務部

事 務 局 長 総務部長

五 所 川 原 店

店 長

五 所 川 原 店

販 売 課 Ｃ Ａ

環境事務局

十 和 田 店

店 長

十 和 田 店

整 備 課

常 務 取 締 役

八 戸 下 長 店

店 長

八 戸 下 長 店

整 備 課 Ｓ Ａ

営 業 本 部 長
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０１．環境管理責任者・環境監査責任者の任命等、実施体制の構築

０２．環境経営方針の制定

０３．環境マネジメントシステムの実施および管理に必要な資源の準備

０４．環境マネジメントシステムの評価及び見直しの実施

０５．内部環境監査の実施の指示

０６．課題とチャンスの明確化

０１．環境マネジメントシステムの確立及び実施、維持を推進

０２．環境負荷、環境取組状況の把握及び評価

０３．環境経営目標・環境活動計画の策定

０４．環境経営マニュアルの制定

０５．緊急事態対応手順の策定

０６．取組状況の評価及び環境会議 ( 社長 ) への報告

０７．問題が発生した場合の是正処置等の指示

０８．環境活動レポートの承認

０１．環境管理責任者の補佐

０２．環境関連法規等の取りまとめ及び最新情報の収集

０３．環境経営方針の立案

０４．環境経営目標、環境活動計画の立案

０５．環境経営マニュアルの立案

０６．緊急事態対応手順の立案

０７．取組手順書 ( 運用手順・運用基準・監視・測定基準・記録 ) の作成

０８．各部門 ( 店舗 ) の取組状況の取りまとめ

０９．教育・訓練計画の作成

１０．文書・記録類の管理

１１．環境活動レポートの作成

０１．部門 ( 店舗 ) の環境マネジメントシステムの確立及び実施、維持を推進

０２．部門 ( 店舗 ) の環境活動計画の策定

０３．教育・訓練の実施

０４．外部からの苦情等への対応及び環境管理責任者への報告

０５．緊急事態対応の訓練実施

０６．部門 ( 店舗 ) の取組状況の評価及び環境管理責任者への報告

０７．問題が発生した場合の是正処置等の実施

０１．部門 ( 店舗 ) の環境活動計画の立案及び推進

０２．部門 ( 店舗 ) の取組状況の把握及び環境責任者への報告

０１. 実際の活動・取組みにおいて環境推進員を補佐する。

０２. 文書・記録において環境推進員を補佐する。

０１. 環境マメジメントシステムがガイドラインの要求事項及び組織が定めた

　ルールに適合しているかをチェックする。

０２.環境経営目標の環境活動計画と達成状況が適切に実施・運用されていることを

　チェックする。

内 部 監 査 責 任 者
営 業 本 部

サ ー ビ ス 部

環 境 管 理 責 任 者 役 員

環 境 事 務 局 部 長

環 境 責 任 者 各部門長及び店長

環 境 推 進 員 各部門より１名

環境推進員補佐役 各部門より１～２名

代 表 者 社 長

Ⅱ.目標を達成するための実施体制

主な推進者の役割、責任及び権限

Ｅ Ａ ２ １ の 役 割 社 内 職 制 責 任 と 権 限
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６． ＰＲＴＲ法特定化学物質使用量削減目標実績

イ - 前年度にSDS安全チェックシートが見直したことで含有率の調査及び集計対象範囲の拡大となり、特定化学物質の購入量により近い形

  での集計が可能となったことで増減している

４． 廃棄物排出量削減目標実績

イ - 一般廃棄物は分別や古紙・ジュース缶・ペットボトル等の再資源化に努めることで削減することができている

ロ - 一部拠点で基準年度にタイヤメーカーで回収されていたことにより、実績に含まれていなかった廃タイヤの回収が産廃業者へと変更と

５． 温室効果ガス排出量削減目標実績

イ - エネルギーの効率的使用の項目と連動する項目であり、冬季間は増加傾向にあるが本年度は全体的に使用・購入量を削減できたことで

  最終的に削減目標を達成することができた

３. 　水使用量削減目標実績

イ - 元栓の閉め忘れ等による無駄な使用はなかったが、１拠点で２回冬季に漏水が発生している。人為的なミスではなく気温等の外的要因に

  起因した漏水であり、１回目の漏水は異音がしなかったことで水道料金確認時に発覚したが、２回目の漏水は確認時点で音が出ていたとの

⑥　環境経営目標の実数実績及び簡易評価 ( 進捗が 100% を超えた場合は目標達成 )

１． エネルギーの効率的使用 / 電力及び化石燃料使用・購入量削減目標実績

イ - 社内でこまめな消灯や空調温度の設定、社内各所の照明をLED化した成果等が継続して反映されている

ロ - 社有車をクリーンディーゼル車へと変更した拠店では、変更以前の社有車は往復約700Kmの出張を行う都度給油していたが

ハ - 青森・中南地区は軽油購入量が降雪による排雪で１～２月に大幅に増加するが、全拠点で年間削減目標を達成できた

  報告があったことから、現在　水道管の点検は２カ月に１度だが、冬季間は２週間に一度にする等、点検頻度を増やすことを検討したい

  入替後は上記の長期出張を行っても燃料に余力があることから非常に大きな効果を発揮している

  なったことで廃タイヤの排出量が増加した
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２－１：環境法令の遵守

・ 各店舗が美化活動として、店舗周辺に花壇を置く等の取組を実施している。

　現場で指示を出し、対応を行っている

・昨年度より導入された５Ｓを本年度も実施、整頓状況や環境整備状況の確認を行った

２－３：社員教育及び緊急対応訓練の実施

・オイル関連の流出等を想定した訓練を実施し、問題がないことを確認した

・社内教育は各店舗で随時、環境事務局では推進員等の変更に応じて ( 変更に際し、経験者は省略 ) 行っている

３－１：地域社会への貢献

・ 全拠点が店舗周辺の清掃を実施している　尚　問屋町ボディー工場では４ ～ ９月頃まで地域組合主催の清掃活動に参加

・ 青森県で１０月に実施されるスマートムーブ通勤月間に参加　本年度実績は１名

・ NPO法人が主催する新城川清掃活動へ参加　本年度は定休日に重なったことで見送りとなった

３－２：地域社会への貢献

・本年度は高濃度ＰＣＢコンデンサーが発見された。発見された時点で法令違反となる案件であり速やかに自治体に届出を行った

　また、処分の意向を行った場合は改善命令が留保となる年度であり、直ちに諸手続きを実施し処分手続きへと移行した

・各種届出は遅滞なく行われている

・本年度は２件苦情を受け付けている

２－２：内部監査の実施

・本年度は予定通り１０月に内部監査を実施した。掲示物が風で飛んでしまっている等、細かな事案については監査当日に

⑥　環境経営目標の活動実績

１－１：環境に配慮した自動車の販売・サービス （ 整備 ） の提供等

・クリーンエネルギー車の販売促進やエコ整備等、環境に配慮した事業活動の展開を本年度も継続している

・本年度の実績はＰＨＥＶ車・クリーンディーゼル車のみでも販売普及目標を達成しているが、新型ＥＶの発売により

　２３台のＥＶ車を上積みで普及することができた。尚　以前より取り扱っているＥＶ車は当期１台販売されている
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イ )

ロ )

ハ )

二 )

ホ )

イ )

ロ )

ハ )

二 )

⑦　２０２２年度　環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

削減目標を達成できなかった店舗の要因はエアコン関係であり、内　２拠点は基準年度の施設暖房を灯油で運用していたが現在は

多く、７月序盤から３０℃を超える日が基準年度に対して多くなったことで基準年度よりもエアコン出力が上がっていたことがあげられる

目標達成拠点を含めた使用量の主な増加要因はエアコン関連であり、青森・中南地区は７月に基準年度の気温よりも１０℃以上高い日が

○ 次年度の目標及び取組内容：購入電力　基準年度 ( ２０２２年度 ) 削減率 3.0% 

進捗評価基準：10% 以上減 ➡ ◎ / 0% 以上 10% 未満減 ➡ ○ / 0% を超え 10% 以下減 ➡ △ / 10% を超える増 ➡ ×

デマンド監視装置 非常用照明 ・ 事務所 ・ 屋外照明をLEDに交換

照明をLEDに交換した店舗及びその他店舗の不要照明消灯等を継続し、節電に努める

窓側の照明は、天気の良い日の日中は消灯し節電に努める

ショールームの照明は午後７時以降は消灯し節電に努める

看板、展示場、駐車場の照明は高い節電効果が見込まれるため防犯上必要なもの以外はなるべく消灯し、 継続して節電に努める

　　事務所 ・ 工場のＬＥD化 節電推進ラベルの掲示

○ 評価

削減目標に対し、年間実績の最終使用量は多くなった　しかし基準年度より削減することができている

前年度の実績と比較した結果、電力使用量は増加している

削減目標を設定した１０拠点に対し、目標達成は２拠点　目標未達成は８拠点である ( 内　５拠点は使用量を基準年度以下に抑えている )

エアコンで運用していることで冬季の使用量が増加している
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⑦　２０２２年度　環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

イ )

ロ )

ハ )

ニ )

ホ )

ヘ )

イ )

ロ )

ハ )

二 )

補足：購入電力のCO2排出量は環境省が 平成24年11月06日 に公表している排出係数 0.547 ( ｔ-CO2 / KWh ) を使用して算出

暖房や給湯で使用する灯油・都市ガス・ＬＰＧガスは基準年度よりも使用量を抑えることができたが、Ａ重油を使用する青森市内拠点で

○ 評価

○ 次年度の目標及び取組内容：化石燃料及び温室効果ガス　基準年度 ( ２０２２年度 ) 削減率 3.0% 

電力の温室効果ガス排出量の増減要因については前ページの　電力使用量の削減　項目へ要因を記載している

電力排出係数は目標改訂年度で変更となり固定ではないことから、温室効果ガス排出量は使用量との増減結果と連動しない

基準年度の翌年より　地球温暖化対策の推進に関する法律　に基づいた化石燃料の排出係数を導入しており、基準年度の係数と差異が

発生している為、本表では化石燃料削減＝温室効果ガス削減とはならない場合がある　尚　目標改訂年度に化石燃料排出係数を統一する

ガソリンは基準年度より使用量を少なく抑えているが、前年度に対しては増加している

軽油は青森・弘前地域を中心とした冬季の除排雪作業により使用量が増加する傾向があり、本年度は基準年度に対しトータルの降雪量は

そこまでの差はなかったが、１月～２月の間で基準年度に対し１０cm以上多く降雪する日や気温が低い日がまとまって到来したことに

より除排雪回数が増加したことで敷地が広い拠点を有する青森地区の１拠点と弘前地区は削減目標を達成できなかった

進捗評価基準：10% 以上減 ➡ ◎ / 0% 以上 10% 未満減 ➡ ○ / 0% を超え 10% 以下減 ➡ △ / 10% を超える増 ➡ ×

社有車の省エネ車への切替、社員の車の省エネ運転、定期点検整備等の促進を図る

は最高・最低気温が５℃以上低い日が多くなったことで重油ボイラー設定温度を上げたことにより発注回数が増加している

代車やレンタカーの満タン返し等、燃料管理の徹底を継続

短期間や短距離使用の場合、満タン給油依頼はトラブルにならない様十分に配慮し、説明を行う

冬期間の暖房に係る、灯油・重油についてはもウォームビス等により削減を図る
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⑦　２０２２年度　環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

イ )

ロ )

ハ )

ニ )

・青森西バイパス店・弘前店・八戸下長店の３店舗に、水使用量の削減が期待できる門型洗車機を設置している。

イ)

ロ )

ハ )

二 )

青森西バイパス店に設置した門型洗車機

進捗評価基準：10% 以上減 ➡ ◎ / 0% 以上 10% 未満減 ➡ ○ / 0% を超え 10% 以下減 ➡ △ / 10% を超える増 ➡ ×

多くなったことで使用量が増加している

各拠点の節水取組やストップノズルなどの定期点検が有効である為、水道管の破損等に気を付けながら取組を継続したい

削減目標が設定されている１０拠点に対し、７拠点が削減目標を達成、３拠点が削減目標を達成することができなかった

対前年度に対して増加結果となっているが、漏水が２度発生したことにより正常に使用した場合の評価とは異なる

削減目標を達成できなかった３拠点の内、１拠点は基準年度の使用量より少なく抑えているが基準年度の使用量よりも多くなった２拠点

では１拠点は発生した月で基準年度の４～６倍の使用量が増加、残り１拠点は溶剤を多く使用する拠点であり、水性塗料の使用機会が

大規模な漏水が２度発生している中で基準年度及び削減目標の使用実績よりも少ない使用量に抑えることができていることから

○ 次年度の目標及び取組内容：水資源　基準年度 ( ２０２１年度 ) 削減率 3.0% 

門型洗車機設置の３店舗について、正しい取扱等に注意し、効率的な運用の取組に努める。

水洗トイレの水が流れたまま放置されていないか等、毎日の確認を継続する。

１．全体使用量評価

洗車用の蛇口にはストップノズルを必ず設置し、日常業務から設備の点検・維持と節水の意識向上に取り組んでいるが、

必要以上に使用してしまわないように対策を各拠点に周知し、事案が発生しても速やかに対応できるように努める。

漏水の定期点検 ( ２ケ月毎 ) を継続し、漏水が過去に発生している拠点は冬季や老朽化で再発の可能性があるため点検頻度を増やす
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⑦　２０２２年度　環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

イ )

ロ )

ハ )

二 )

ホ )

イ )

○ 次年度の目標及び取組内容：廃棄物　基準年度 ( ２０２２年度 ) 削減率 3.0% 

廃棄物削減に取組み、再生可能物品は信頼できる業者へ再利用の為に回収依頼を行う等、全体の廃棄物削減への取組を継続していく

行った。また、処分の意向を示すことで改善命令が留保となる年度であり、直ちに諸手続きを済ませ処分手続へ移行した

低年式車の入庫等で今後も継続して排出される廃タイヤ・廃プラスチック・廃オイルエレメントや一定の排出量が見込まれる汚泥等は他の

一般廃棄物は古紙類やスチール・アルミ缶等を再生資源として排出し、会社全体でこまめな分別を行うことで排出量の削減に取組んでいる

進捗評価基準：10% 以上減 ➡ ◎ / 0% 以上 10% 未満減 ➡ ○ / 0% を超え 10% 以下減 ➡ △ / 10% を超える増 ➡ ×

一部拠点で基準年度にタイヤメーカーで回収されていたことにより、実績に含まれていなかった廃タイヤの回収が産廃業者へ変更となった

○　評価

ことにより、廃タイヤの排出量が増加した。尚　汚泥と廃プラスチックの排出量も増加している

特別管理産業廃棄物は廃塗料の排出回数が基準年度より多くなったことが要因である

廃棄物・有価物の管理に際し、油種・化学物質等の漏洩や廃タイヤの横転等による緊急事態は発生しなかった

本年度は発見された時点で法令違反となる案件の高濃度ＰＣＢ汚染物であるコンデンサーが社内より発見されており、直ちに自治体へ届出を
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⑦　２０２２年度　環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

イ )

イ )

ロ )

ハ )

二 )

イ )

ロ )

ハ )

２．取扱に関する評価

○　評価

進捗評価基準：10% 以上減 ➡ ◎ / 0% 以上 10% 未満減 ➡ ○ / 0% を超え 10% 以下減 ➡ △ / 10% を超える増 ➡ ×

前年度よりＳＤＳ安全チェックシートの見直しにより調査対象範囲が拡大となり、含有率の修正が行われたことで基準年度に集計範囲に

含まれていなかった化学物質が計上されたことにより著しく増加・減少する拠点が複数発生している

１．全体排出量評価

上記の不適合事態に備え、防災訓練 ・ 化学物質の流出を想定した訓練を継続して実施する。

各店舗の整備工場において、化学物質を含有する使用製品は一定の製品を取り扱っている。

ＰＲＴＲ法特定化学物質調査表により使用量を把握するとともに、保管状況等を定期的に確認・記録を行っている

鈑金塗装工場である問屋町ボディー工場においては、塗料やシンナー等、個々の製品の購入記録表を作成し、ＳＤＳ安全チェックシート

を用いて化学物質成分の含有量を調べ、年間のＰＲＴＲ法特定化学物質使用量を把握している

２０２２年度において、化学物質・オイル漏れの緊急事態は発生していない。

全工場で、PRTR法特定特定化学物質の適正な管理及び代替物への切替を継続して行う。

化学物質の流出による火災などの環境上不適合事態が発生しないように状況把握を継続する。

○ 次年度の目標及び取組内容：PRTR法特定化学物質　基準年度 ( ２０２２年度 ) 削減率 3.0% 
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・ 有害性ＰＲＴＲ法特定化学物質のデータの記録・管理を継続している

⑦　環境活動計画 ( ２０２２年度 ) の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

８ . 環境負荷実績の把握

( 1 ) 基礎データ入力表に基づき、毎月、環境負荷実績の集計を行う。

○　評価

・ 全店舗で毎月基礎データを入力、事務局への報告を実施

○　評価

・ 事務用品紙類やウエス、リビルト部品 ( 中古部品 ) の記入が行われている。尚　リビルト部品は集計実績対象外

○　次年度の取組内容

・ 基礎データ入力表の早期入力、集計表作成の早期作成を継続する。

９ . 環境に配慮した自動車の販売 ・ サービス ( 整備 ) の提供等

( 1 ) ＥＶ車・ＰＨＥＶ車・クリーンディーゼル車等省エネ車の販売促進

( 2 ) 普通 ・ 急速充電器の整備促進

・ 弊社の充電器設置状況は、全店舗に普通充電器を設置しており、急速充電器は

　青森三菱自動車販売株式会社　青森西バイパス店・弘前店・五所川原店・八戸下長店・十和田店・むつ店と

　青森スズキ自動車販売株式会社　スズキアリーナ合浦公園・スズキアリーナ八戸駅通に設置されている。

( 3 ) お客様に、車検・点検等の入庫時にエコドライブ推奨のポイントをチラシ等で案内する。

( 4 ) 環境に配慮したサービスの提供として、エコ整備・車検及び中古部品 ( リビルト品 ) の使用を促進している。

・ 青森県内の充電インフラ整備の推進に努める

・ 本年度の販売目標は、ＰＨＥＶ車を１９０台　クリーンディーゼル車８０台　合計２７０台の販売目標とした

・ 本年度のクリーンエネルギー車の普及状況は 電気自動車：２４台 / ＰＨＥＶ車：２１１台 / クリーンディーゼル車：８３台

合計で３１８台の普及となり、設定した目標を大きく達成することができた

・ 急速充電器の設置状況等は、店頭にチラシ等を掲示する等、一般ユーザーへのアピールを継続している

・ 車検等のタイミングでお客様へエコドライブ推奨及び取組む際のポイントをチラシや掲示物等を用いた案内を継続している

・ エコ整備や車検等を通じて、環境負荷の軽減を継続して促進している

○　次年度の目標及び取組内容

・ ＰＨＥＶ車を筆頭としたクリーンエネルギー車の普及に継続して努める　販売普及目標は ３７０台 とする

販売普及目標 ３７０台の内訳は　ＥＶ車：６０台　ＰＨＥＶ車：２１０台　クリーンディーゼル車：１００台　である

・ 社内外でエコドライブの推奨を継続する

・ 今後もエコ整備や車検の促進に努める

・ リビルト部品をお客様の理解を得たうえで今後も使用・促進する
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⑦　環境活動計画 ( ２０２２年度 ) の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

ミニキャブＭｉＥＶ

電気自動車 ( EV ・ PHEV ) クリーンディーゼル車

デリカＤ：５

スズキハイブリッド車 ( 他７車種 )

スペーシア

ワゴンＲ

ハスラー

環境配慮自動車 ： ＥＶ・ＰＨＥＶ車 / クリーンディーゼル車 / ハイブリッド車 / 低燃費車

※画像は全て 三菱自動車工業株式会社様 と スズキ株式会社様 のホームページより引用しております。

トップページＵＲＬは下記の通り

三 菱 自 動 車 工 業 株 式 会 社 様 https://www.mitsubishi-motors.co.jp/

ＥＫクロスＥＶ

アウトランダーＰＨＥＶ

エクリプスクロスＰＨＥＶ

ス ズ キ 株 式 会 社 様 https://www.suzuki.co.jp/

・ＥＶ車 及び ＰＨＥＶ車を中心とし、ハイブリット車や低燃費車の販売普及し、社有車として上記車両を保有している

場合はエコ整備・車検等を通じ、環境負荷の低減に努めたい
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⑦　環境活動計画 ( ２０２２年度 ) の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

注記：災害や感染症の流行・会社定休日等により実施を見送った内容の評価は － と記載する

１０ . 地域社会への貢献

( 1 ) 年１回以上の地域環境保全活動への参加

( 2 ) 年１回以上の店舗周辺の清掃もしくは美化活動の実施

〇評価・清掃活動他　実施記録 ( 評価：◎ 基準を満たしている / ○ 一部で取組んでいる / × 基準を満たしていない )
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⑦　環境活動計画 ( ２０２２年度 ) の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

地域清掃 地域清掃

地域清掃 地域清掃

地域清掃 地域清掃

地域清掃 地域清掃

地域清掃 地域清掃

地域清掃

弘前店・スズキアリーナ弘前高崎

2022年05月08日実施　画像無し 2022年05月08日実施　画像無し

五所川原店 八戸下長店

〇清掃活動　実施記録－写真

本社 ・ 青森西バイパス店

十和田店 むつ店

問屋町ボディー工場 中古車部

地域清掃の他、問屋町では地域組合主催の清掃活動へ参加

している

2022年04月20日実施　画像無し スズキアリーナ八戸駅通と合同実施

2022年05月07日実施　画像無し 弘前店と合同実施

スズキアリーナ合浦公園 スズキアリーナ弘前高崎

スズキアリーナ八戸駅通 清掃活動総評

本年度は全ての営業所で清掃活動を実施することができた
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⑦　環境活動計画 ( ２０２２年度 ) の取組結果とその評価、次年度の目標及び取組内容

・ 教育と緊急訓練を実施し、現状の把握と非常事態の発生時に速やかに対応できるように取組を継続する

・ 内部監査を実施し、社内の掲示物の状況及び現在の目標進捗状況確認を継続する

・ 有事に備え吸着マットやウェスの在庫数、オイル保管容器等損傷の有無等を随時確認し適切な施設管理及び運営を行う

○　緊急対応訓練実施記録 － 写真 ( 一部抜粋 )

弘前店・スズキアリーナ弘前高崎 問屋町ボディー工場

むつ店 スズキアリーナ八戸駅通

○　次年度の取組内容 ( 各店舗において、各項目ごとに年１回以上実施 )

１１ . その他　環境管理の維持向上のために

弊社では、環境管理維持向上のために、内部監査、社員教育及び緊急事態対応の訓練を実施しております。

実施状況は次表の通りとなります。

○　評価　 （ 実施済　適正 ： 〇　/　実施済　要改善 ： △　/　未実施　不適合 ： × ）
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是正評価項目 ２０２２年度　該当なし

○　評価

・ 法令一覧表の見直し及び法令遵守状況のチェックをそれぞれ年１回以上実施する

環境関連法規等の遵守状況確認表　２０２２年度版

［確認結果］　○：適合　　△：一部不適合　　×：不適合　－：該当しない

適正評価項目
水質汚濁防止 ・ 大気汚染防止 ・ 騒音 / 振動防止 ・ 廃棄物処理 ・ 使用済自動車処理 ・ 危険物管理

化学物質管理 ・ フロン排出抑制 ・ 地盤沈下防止 ( 条例 ) ・ 水銀汚染防止法

双方の認識不足から生じており、今後同様のケースが発生する可能性を踏まえて直接現場と確認作業を行いたい

　 また、特定施設に該当するエアーコンプレッサー等は上記２拠店全て届出済

・ 廃棄物管理票交付状況報告書 ( マニフェスト ) は報告期間内に全拠点報告済

・ 使用済自動車の電子マニフェスト移動報告や自治体への地下水採取量報告等は適正に行われている

・ 処分等の処理は適切に行われているが、作成・保管している書類に表記されていないものがあるので随時対応予定

○　次年度の目標及び取組内容

・ 環境関連法規について上記法令に違反はなかったが、高濃度ＰＣＢ汚染物の発生により例外で一時的に法令に抵触している

・ 関係当局より違反等の指摘、訴訟は過去３年間ありません。また、本年度２件の苦情を受け付けている

・ 特定施設に該当する門型洗車機は３拠店に配備していますが、各自治体へ届出が行われている

・ 浄化槽の点検・保守は　五所川原 ・ 十和田 ・ むつ　の３拠店で定期的に実施している

・ エアーコンプレッサーとエアコン室外機の騒音状況は 平成２０年度 青森西・八戸下長 の２拠店で実施、その後異常なし

・ 環境関連法規に例外で抵触が発生したことを踏まえ、本案件は過去に拠点に電話等で有無を確認するだけだった為、

環境関連法規等の遵守状況の確認表 ( 全社総括 ) については次表のとおり

⑧環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、違反・訴訟・苦情等の有無
・ 環境関連法規等の遵守状況については、毎年定期的に法令一覧表の見直し、遵守状況のチェックを行っております。
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ロ ) 環境経営目標

イ ) 環境経営方針
本年度の取組で法令上見直しが必要な箇所はなかったが、今後の状況に応じて柔軟に対応したい。

エネルギー関連の仕入コストを筆頭にあらゆるコストが上昇していることから、使用量及び経費の支出を各拠点毎にしっかりと把握し

これまで以上に経費の削減に努めていく必要がある

２０２２年度　代表者による全体取組状況の評価及び是正・見直し事項

電力・化石燃料の使用・購入量はトータルで削減することができているが、コストが増加している影響により、削減することはできたが

日々の整理・整頓の意識づけを今後も進めていく必要があり、全ての場所がきれいである５Ｓ本来の姿に近づくことができるように

次年度は短期・中期目標が改訂となる年度であり、使用・購入量と経費面の削減効果を実感できることを期待したい。

水資源の運用についてはここ数年でほぼ毎年漏水が立て続けに発生しており、機械の故障や冬季の水道管から発生する等の外的要因が多く、

水回りの定期点検の継続と冬季間の水周りの点検頻度を増やすことで漏水を防ぐことができるよう取組を行いたい

ＰＨＥＶ車・クリーンディーゼル車を販売目標よりも多くの台数普及することができた。併せて本年度６月に発売となった新型ＥＶの

努めたい

ハ ) 環境経営活動計画
毎年実施してる地域清掃活動を全ての営業所で実施することができており、今後も継続したい

基準年度とは情勢が大きく変わっていることで経費面での削減効果を実感することができなかった。

高濃度ＰＣＢ汚染物の発見により一時的に法令に抵触する事案が発生したことを踏まえ、今後　法令により処分期間が定められた廃棄物が

二 ) 実施体制

主催する新城川の清掃活動への参加、自治体主催のスマートムーブ通勤月間への参加実績等、環境保全活動に積極的に取組みを行っており、

今後も継続していく

５Ｓを導入後、拠点のショールームや営業スタッフ事務所等の見える箇所はきれいに運用されているが、拠点によっては見えない箇所が

整頓されていないケースが散見されており、整理・整頓の意識レベルに差がまだ見受けられる。

実施体制に変更はなかったが、引き続き事務局と環境推進員・補佐役間でコミュニケーションをとり、環境経営計画に支障が出ないように

今後も取組を進めていきたい

ホ ) その他事項

発生した場合、通達を確認した時点で事務局と現場の双方でコミュニケーションをとり、現物の確認から処分まで計画的な取組を行うことで

法令違反の発生を防止したい

取組を進めたい

上記の高濃度ＰＣＢ汚染物が発見される特殊な案件を除いた法令において、違反・是正事項が無いことを踏まえ、今後も地域周辺の

清掃活動や漏水・漏洩・各種測定等の点検を行い、環境負荷の低減を推進することができるように努めたい

販売台数を併せて当初の目標よりも４８台多く普及することができており、今後も当社の強みであるＥＶ車・ＰＨＥＶ車の販売普及に

問屋町ボディー工場では地域組合主催の清掃活動へ参加する他、本年度は見送りとなったが、青森市内の営業所では毎年４月にＮＰＯ法人が
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